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議
長

榎

本

雄

一
︵
自
民
︶

歳
58

平
成
�
年
か
ら
︑
区
議
当
選
�
回
︒

企
画
総
務
委
員
長
︑
清
掃
港
湾
・
臨

海
部
対
策
特
別
委
員
長
︑
議
会
運
営

委
員
長
︑
議
員
選
出
監
査
委
員
等
を

歴
任
︒
議
長
は
�
回
目
︒

去
る
�
月

日
に
第
�
回
区
議
会
臨
時
会
が
開
か
れ
︑
議
長
選
挙
︑
常

23

任
・
議
会
運
営
・
特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
︑
監
査
委
員
︵
議
員
選
出
︶

の
選
任
同
意
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒

委
員
構
成
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
�
月

日
発
行
予
定
の
区
議
会
だ

11

よ
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
臨
時
会
の
様
子
は
︑
区
議
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
﹂
サ
イ
ト
内
に
﹁
録
画
中
継
﹂
と
し
て

映
像
を
配
信
し
て
い
ま
す
︒

こ
の
他
︑
区
議
会
で
は
︑
本
会
議
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
︵
生
中

継
・
録
画
中
継
︶
を
随
時
配
信
し
て
い
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

常
任
委
員
会

◇
企
画
総
務
委
員
会
(
�
人
)

◎
堀

川

幸

志
(
自
民
)

〇
関

根

友

子
(
公
明
)

◇
区
民
環
境
委
員
会
(
�
人
)

◎
板

津

道

也
(

)
50

○
釼

先

美

彦
(
自
民
)

◇
厚
生
委
員
会
(
�
人
)

◎
徳

永

雅

博
(
民
主
)

○
赤
羽
目

民

雄
(
共
産
)

◇
建
設
委
員
会
(
	
人
)

◎
正

保

幹

雄
(
共
産
)

○
小

嶋

和

芳
(
公
明
)

◇
文
教
委
員
会
(
�
人
)

◎
磯

野

繁

夫
(
公
明
)

○
竹

田

将

英
(
自
民
)

議
会
運
営
委
員
会
(

人
)

10

◎
山

本

香
代
子
(
自
民
)

○
高

村

直

樹
(
公
明
)

特
別
委
員
会

◇
清
掃
港
湾
・
臨
海
部
対
策

特
別
委
員
会
(

人
)

11

◎
若

林

し
げ
る
(
自
民
)

○
石

川

邦

夫
(
公
明
)

◇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
対
策
特
別
委
員
会
(

人
)

10

◎
佐

藤

信

夫
(
自
民
)

○
鬼

頭

た
つ
や
(

)
50

◇
防
災
・
ま
ち
づ
く
り
・
南
北

交
通
対
策
特
別
委
員
会
(

人
)

10

◎
秋

田

茂

夫
(
公
明
)

○
鈴

木

綾

子
(
民
主
)

◇
医
療
・
介
護
保
険
制
度

特
別
委
員
会
(

人
)

10

◎
中

沢

正

夫
(
自
民
)

○
そ
え
や

良

夫
(
共
産
)

議
員
選
出
監
査
委
員

高

橋

め
ぐ
み
(
自
民
)

細

田

勇
(
公
明
)

▢問
区
議
会
事
務
局
調
査
係

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�


証
明
書
自
動
交
付
機
は
︑
窓
口
で

申
請
書
を
記
入
す
る
必
要
が
な
く
︑

休
日
や
夜
間
に
も
利
用
で
き
る
の
で
︑

大
変
便
利
で
す
︒

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
︑
江
東
区
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
︵
成
年

被
後
見
人
・

歳
未
満
の
方
は
除
く
︶

15

で
す
︒
利
用
に
は
︑
﹁
証
明
書
自
動

交
付
機
カ
ー
ド
﹂
ま
た
は
自
動
交
付

機
の
利
用
登
録
を
し
た
﹁
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
﹂
が
必
要
で
す
︒

﹇
自
動
交
付
機
で
発
行
で
き
る
証
明

書
﹈
住
民
票
の
写
し
︑
印
鑑
登
録
証

明
書
︵
印
鑑
登
録
済
の
本
人
分
の

み
︶
︑
課
税
・
非
課
税
証
明
書
︵
現
年

度
分
・
本
人
分
の
み
︶

﹇
自
動
交
付
機
に
よ
る
発
行
手
数
料
﹈

証
明
書
�
通
に
つ
き
�
�
�
円
︵
窓

口
発
行
手
数
料
は
�
�
�
円
︶

﹇
自
動
交
付
機
の
設
置
場
所
・
台
数
﹈

上
表
の
と
お
り

自
動
交
付
機
カ
ー
ド
の
交
付

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
た
め
の

専
用
カ
ー
ド
で
す
︒

※
申
請
時
に
官
公
署
発
行
の
写
真
付

身
分
証
明
書
︵
パ
ス
ポ
ー
ト
や
運
転

免
許
証
︶
等
を
持
参
さ
れ
た
場
合
は
︑

即
日
交
付
し
ま
す
︒
お
持
ち
で
な
い

場
合
は
窓
口
で
の
申
請
後
︑
照
会
書

を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
︵
郵
便
事
情

に
よ
り
日
数
が
か
か
り
ま
す
︶
︒
照

会
書
が
届
き
ま
し
た
ら
︑
照
会
書
と

本
人
確
認
で
き
る
書
類
を
持
参
し
︑

再
度
窓
口
ま
で
お
越
し
い
た
だ
き
︑

交
付
と
な
り
ま
す
︒

※
カ
ー
ド
の
申
込
と
受
け
取
り
は
必

ず
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
︒

▢費
無
料

▢申
本
人
確
認
で
き
る
書
類
を
持
参

し
︑
区
民
課
証
明
係
︵
区
役
所
�
階

�
番
︶
ま
た
は
各
出
張
所
へ

�
月
�
日
︵
日
︶
午
後
�
時
～

自
動
交
付
機
の
休
止

�
月

日
︵
日
︶
の
午
後
�
時
～

終
日
︑
税
証
明
の
発
行
年
度
の
切
り

替
え
の
た
め
︑
区
内
す
べ
て
の
交
付

機
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
︒
証
明
書
が

必
要
な
方
は
︑
事
前
に
ご
準
備
く
だ

さ
い
※
�
月
�
日
︵
月
︶
か
ら
︑
交

付
機
よ
り
発
行
さ
れ
る
︵
非
︶
課
税

証
明
書
は

年
度
に
な
り
ま
す
︒

26

▢問
区
民
課
証
明
係

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

区
で
は
︑
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職

し
た
方
で
︑
就
労
能
力
と
就
労
意
欲

の
あ
る
方
に
対
し
て
︑
住
宅
支
援
給

付
と
し
て
賃
貸
住
宅
の
家
賃
を
支
給

し
な
が
ら
︑
常
用
就
職
に
向
け
た
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

﹇
支
給
対
象
者
﹈
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

①
支
給
申
請
時
に
お
い
て
離
職
後
�

年
以
内
お
よ
び

歳
未
満
の
方

65

②
離
職
前
に
自
ら
の
労
働
に
よ
り
賃

金
を
得
て
︑
主
と
し
て
世
帯
の
生

計
を
維
持
し
て
い
た
方
︒
た
だ
し
︑

離
婚
等
に
よ
り
申
請
時
に
世
帯
の

生
計
の
中
心
者
と
な
っ
て
い
る
場

合
は
対
象

③
就
労
能
力
お
よ
び
常
用
就
職
の
意

欲
が
あ
り
︑
次
の
�
点
が
実
行
で

き
る
方

・
公
共
職
業
安
定
所
で
の
職
業
相
談

を
月
�
回
以
上
受
け
る
こ
と

・
区
の
住
宅
就
労
支
援
員
の
面
接
支

援
を
月
�
回
以
上
受
け
る
こ
と

・
求
人
先
へ
の
応
募
等
を
原
則
週
�

回
以
上
行
う
こ
と

④
支
給
開
始
後
︑
次
の
�
点
の
い
ず

れ
か
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
方
︵
自
ら
の
就
職
活
動
で
就

職
可
能
で
あ
る
と
区
が
判
断
し
た

方
を
除
く
︶

・
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
日
常
・

生
活
支
援

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
実
施
す
る
就
労

自
立
促
進
事
業
に
よ
る
支
援

⑤
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
︑
ま
た
は

賃
貸
住
宅
に
居
住
し
︑
住
宅
を
喪

失
す
る
恐
れ
が
あ
る
方

⑥
申
請
日
の
属
す
る
月
の
世
帯
の
総

収
入
が
次
の
金
額
未
満
も
し
く
は

以
下
で
あ
る
方

・
単
身
世
帯


�
︑
�
�
�
円
に
家
賃
額
︵
上

限
�

�
︑
	

�

�

円
︶
を
加
え
た

額
未
満

・
�
人
世
帯

�
	
�
︑
�
�
�
円
以
下

・
�
人
以
上
世
帯

�
	
�
︑
�
�
�
円
に
家
賃
額

︵
上
限
�
�
︑

�
�
円
︶
を
加
え

た
額
未
満

⑦
世
帯
の
預
貯
金
の
合
計
額
が
次
の

金
額
以
下
で
あ
る
方

・
単
身
世
帯

万
円

50

・
そ
の
他
世
帯

�
�
�
万
円

⑧
国
や
自
治
体
の
実
施
す
る
類
似
の

貸
付
ま
た
は
給
付
金
を
受
け
て
い

な
い
方

⑨
申
請
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
の
い

ず
れ
も
が
暴
力
団
員
で
な
い
方

﹇
支
給
額
﹈
次
の
金
額
を
上
限
と
し
て

家
賃
の
実
費
分
を
支
給

○
単
身
世
帯

�
�
︑
	
�
�
円

○
�
人
以
上
世
帯

�
�
︑

�
�

円

※
住
宅
支
援
給
付
支
給
額
は
直
接
︑

入
居
住
宅
の
貸
主
等
に
振
り
込
ま
れ

ま
す
︒

﹇
支
給
期
間
﹈
支
給
申
請
の
属
す
る
月

以
降
か
ら
開
始
し
︑
原
則
�
か
月
間
︒

た
だ
し
支
給
対
象
者
③
で
掲
げ
る
条

件
を
誠
実
に
実
施
し
て
い
る
方
は
︑

�
か
月
延
長
可
︒
さ
ら
に
︑
④
の
支

援
を
継
続
し
て
受
け
て
い
る
場
合
は
︑

�
か
月
再
延
長
可
︒

﹇
必
要
書
類
﹈

○
本
人
確
認
書
類

︵
運
転
免
許
証
︑
健
康
保
険
証
︑

住
民
票
の
写
し
︑
戸
籍
謄
本
等
︶

○
離
職
関
係
書
類

︵
�
年
以
内
に
離
職
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
書
類
︶

○
収
入
関
係
書
類
︵
給
与
明
細
︑
年

金
の
通
知
等
︶

○
預
貯
金
関
係
書
類
︵
通
帳
等
︶

﹇
深
川
地
区
お
よ
び
東
砂
�

～
�

丁

目
︑
南
砂
︑
新
砂
の
方
の
問
合
先
﹈

保
護
第
一
課
︵
区
役
所
�
階

番
︶

24

☎
(
�
�
�
	
)

�

	

﹇
城
東
地
区
の
う
ち
亀
戸
︑
大
島
︑
北

砂
︑
東
砂
�
～
�
丁
目
︑
夢
の
島
︑

新
木
場
︑
若
洲
の
方
の
問
合
先
﹈

保
護
第
二
課
︵
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー

�
階
︶

☎
(
�
�
�
	
)
�
	
�
�

深川江戸資料館
(白河1-3-28)

※上記のほか機器の保守点検等により、利用できないことがあります。

証明書自動交付機 設置場所・利用時間

東陽区民館(東陽3-1-2)

出張所(富岡・豊洲・小松
橋・大島・砂町・南砂)

カメリアプラザ(亀戸文化
センター)内(亀戸2-19-1)

総合区民センター2階
(大島4-5-1)

東大島図書館
(大島9-4-2-101)

サンドラッグ東砂店
(東砂1-3-38)

区役所

江東図書館(南砂6-7-52)

2階
(2台)

場所(所在地)

月曜・第1金曜・
年末年始ほか

年末年始ほか

休館日

年末年始

年末年始

第2・第4月曜・
年末年始ほか

第2・第4月曜・
年末年始ほか

月曜・祝日・
年末年始

土・日曜、祝日
年末年始

年末年始

利用休止日(※)

ミニストップ潮見駅前店
(潮見2-6-1)

イオン東雲店
(東雲1-9-10)

豊洲文化センター
(豊洲2-2-18)

月曜、第1金曜、
年末年始ほか

年末年始

9：00〜19：00

8：30〜17：00

8：30〜17：00

8：30〜17：00(水曜は
19：00まで)

8：30〜21：00

利用時間

1階

9：00〜20：00(日曜・
祝日は17：00まで)

10：00〜21：00

9：00〜20：00(日曜・
祝日は17：00まで)

8：30〜21：00(第2・第
4月曜は17：00まで)

8：30〜21：00

8：30〜21：00

8：30〜21：00

9：00〜21：00

第
�
回
区
議
会
臨
時
会
が

第
�
回
区
議
会
臨
時
会
が

開
会
さ
れ
る

開
会
さ
れ
る

�

※
敬
称
略
︑
◎
委
員
長

○
副
委
員
長�


